
富山県産業技術研究開発センター プロジェクト室の概要と利用規程 

（ものづくり研究開発センター オープンイノベーション・ハブ） 

 

【概 要】 

プロジェクト室は、産官連携・産学官連携によるオープンイノベーションの推進を目

的として設置された研究開発スペースであり、秘密保持を徹底した環境で、利用者また

は研究グループの持込機器を含めた各種研究資源を集約することができるものである。  

 

1 プロジェクト室の場所 

  富山県産業技術研究開発センター ものづくり研究開発センター 

 オープンイノベーション・ハブ（K 棟） 

  （富山県高岡市二上町 150 番地） 

 

2 プロジェクト室の仕様 

床面積等 

・プロジェクト室１及び３：100.75 m2 

（幅 7.75 m×奥行 13 m 高さ 7.3 m(梁下)） 

・プロジェクト室２：91 m2 

（幅 7.0 m×奥行 13 m 高さ 7.3 m(梁下)） 

電源   単相（100V･200V）75A、三相（200V）500A 

耐床荷重   1,000 kg/m2 

ホイスト   1,000 kg 

圧縮空気   カプラ 2 箇所 

上下水道   流し台 1 台（流量 13 L/min ） 

廃水処理 廃水処理設備なし（廃水、廃薬品等は持ち帰り） 

排煙設備  排煙窓（ドラフター設備なし、小型換気扇１台あり） 

エアコン   出力 8.92 kW 

入退室管理   電子ロック（テンキーでのパスワード入力による開錠） 

搬入出口 外部シャッター搬入出口あり 

 

3 プロジェクト室で想定される共同研究テーマ 

 ・富山県が主導する研究開発プロジェクトに関連するもの 

（国または県が主導する産官、産学官プロジェクト研究等） 

・富山県産業技術研究開発センターが開発した特許技術等を基にした製品開発 

・その他、富山県産業技術研究開発センター所長（以下「センター所長」という。）が 

特に必要と認めるもの 



【利用規程】 

プロジェクト室の効率的かつ公平な運営を図るために、富山県産業技術研究開発セン

ター（以下「センター」という。）が設置する共同研究・研究生受入審査会(以下、「審査

会」という。)において、共同研究の実施及びプロジェクト室の利用の可否を決定する。 

審査会においてプロジェクト室の利用が承認された場合、利用者は下記の利用条件及

び禁止事項を順守するものとする。 

 

１ プロジェクト室の利用条件 

(1) 富山県と共同研究契約(以下、「契約」という。)を締結しプロジェクト室の利用が

承認された場合のみ、同契約書に記載された参加研究員に限りプロジェクト室を利

用することができるものとし、行政財産の使用料に関する条例(昭和 39 年 3 月 25

日 富山県条例第 13 号)第 5 条第 6 号の規定により使用料は徴収しないこととす

る。  

(2) 富山県と契約を交わした者（以下、「契約者」という。）は、受入審査された共同研

究以外の目的のためにプロジェクト室を利用してはならない。 

(3) 契約者は、第三者にプロジェクト室の利用権の全部または一部の譲渡あるいは転貸

してはならない。 

(4) 研究に必要な機器を持ち込む場合は、審査会で承認を得なければならない（持込み

を希望する機器は、共同研究申請書に明記するものとする。）。 

(5) 機器の設置等のため室内の工事が必要不可欠な場合には、事前にセンターに相談し、

富山県知事の許可を得なければならない。 

(6) 利用期間は、共同研究期間内とする。 

(7) プロジェクト室の利用に伴う電気料金（照明・エアコン等の使用に伴う電気料金を

含む。）は、契約で定める光熱費とは別に、契約者がその実費を負担する。 

(8) プロジェクト室の利用時間は、センターの開所時間内とする。（開所時間は、富山

県産業技術研究開発センター条例施行規則(昭和 61 年 3 月 31 日 富山県規則 25

号)第 8 条の規定による。）また、入退室の際、契約者は、センターの共同研究担当

者へ連絡し、出入口、搬入出口の施解錠を責任をもって行わなければならない。 

(9) 利用時の安全管理については、センターの「安全のしおり」の規程に従うものとす

る。ただし、当該プロジェクトで発生した廃棄物や廃薬品、廃油等は契約者が持ち

帰るものとする。 

(10)  契約者は、契約期間が終了する日までに、プロジェクト室へ持ち込んだすべての

機器を撤去し、原状回復のうえセンター職員の点検・確認を得なければならない。

この場合、原状回復等に要する費用は、契約者が負担するものとする。 

(11) この利用規程に反する行為、公序良俗に反する行為、または、他のプロジェクト



室の利用者やセンター職員への著しい迷惑行為が認められた場合には、センター所

長は、本契約を解除し契約者へ原状回復のうえ退去を求めることができる。 

(12) その他、この利用規程に記載のない必要な事項については、別途協議するものと

する。 

 

２ 禁止事項 

（1）法令等に違反する目的のための利用 

（2）研究開発に必要のない危険物の持込み 

（3）公序良俗に反する目的のための利用 

（4）営利目的の製造、販売行為、研究目的から逸脱した営業行為 

（5）施設内での宗教、政治活動 

（6）飲酒及び喫煙 

（7）センターの業務を妨害する行為 

（8）無許可の工事、改修、模様替え 

（9）施設の本来の用途または目的を果たさない行為 

（10）その他、センター所長が不適当と認めること 

 

附 則 

 この規程は、令和元年 11 月１8 日から施行する。 

 この規程は、令和 5 年４月 1 日から施行する。 


